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平成 31 年 2 月 27 日 

福井大学医学部医学科学士編入学入試に係る事案検証委員会 

 

平成 31 年度福井大学医学部医学科学士編入学試験の第 1 次選考学力試験における不適切な出題に

関する検証報告書 

 

Ⅰ 委員会の目的 

 平成 31 年度医学科学士編入学試験の第 1 次選考学力試験（自然科学総合（生命科学））の不適

切な出題に関する事実関係の調査を通して、入試問題の作成体制や外部からの指摘への対応等に

おける、問題点・課題の整理とその改善に向けた提言を行う。 

 

Ⅱ 調査の方法 

１．委員会の構成 

本委員会の設置要項第 3 条（参考資料「委員会設置要項」 参照）に基づき任命された５名の委

員から構成された。 

 

２．委員会の開催状況と調査の方法 

 11 月 1 日(木)に設置された本委員会は、3 回にわたり、開催され、当該事案の調査・検討を行

うとともに、関係者へのヒアリングを行うことで、「編入学試験問題の作成の経緯」、「外部からの

指摘への対応」の二点を中心に事実関係を検証した。なお、不適切な出題であることを大学組織

として判断した、10 月 17 日(水)以降の受験者への対応や学外への公表等については、本委員会の

検証対象外としたが、検証内容との関係もあり、本報告書中に、事実経過として適宜記載した。 

 

Ⅲ 医学科学士編入学試験の概要 

１．医学科入学試験に関わる医学部内の組織と諸規則・方針等 

福井大学における入学試験の実施方針等に関しては、「福井大学入学試験実施規程」に定められ

ており、学長、入試担当の副学長（教育・学生担当）や学部長の業務についても記されている。 

医学部における入学者の決定に関しては、いかなる入学者選抜方法による入学者であっても、

医学部教授会の審議を経た後、学長によって決定される（福井大学医学部教授会規程第 3 条）。ま

た、募集要項及び入学者選抜方法に関する事項、入学試験の計画及び実施に関する事項、合格者

の判定に関する事項などの具体的な事項については、「福井大学医学部入学試験委員会要項」によ

り、医学部入学試験委員会の業務と定められている。 

編入学試験の実施も医学部入学試験委員会が所掌しており、第 1 次選考合格者については医学

部入学試験委員会で判定後、発表され、最終合格者については医学部入学試験委員会で判定され

た後、医学部教授会にて審議・承認し、学長が最終決定した後、発表される。なお、平成 31 年度

学士編入学試験実施に際しては、医学部入学試験委員会のもとに設置された、医学科学士編入学

ワーキンググループ（以下 WG と記す）の委員が第 1 次選考学力検査問題作成委員を兼ね、出題

にあたった。 
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2．学士編入学試験の概要 

 (1)入学者選抜方法 

  学士編入学試験は、第 1 次選考と最終選考の二段階で選考が行われ、最終合格者が決定され

る。第 1 次選考では、「自然科学総合（生命科学）」に関する学力試験を行い、その結果と、出願

書類に基づく書類審査結果をあわせて判定し、募集人員（5 名）の約 3 倍の合格者が選考される。

なお、「自然科学総合（生命科学）」問題は、医学修得に必要な知識を評価するために、大学教養

教育修了程度の生命科学を含む自然科学（英語力を問う問題を含む）から出題される。 

  最終選考では、第 1 次選考合格者に対して面接が行われ、第 1 次選考結果と総合して最終合

格者が選考される。 

  

(2)入試日程の概要 

事 項 期 日（当初の予定） 備 考（変更後の日程） 

出願期間 7 月 30 日(月)～ 8 月 3 日(金)  

※ 以下は、194 名の追加合格を

受けて変更された後の日程 

第 1 次選考 9 月 15 日(土) ：受験者 212 名 

第 1 次選考合格者発表 10 月 12 日(金)  ：合格者 18 名 

最終選考 11 月  3 日(土) 左記に加え、10 日(土)、19 日(月)、

25 日(日)のいずれか希望日 

最終選考合格者発表 11 月 16 日(金) 12 月  7 日(金) 

入学手続き期間 11 月 19 日(月)～11 月 26 日(月) 12 月 10 日(月)～12 月 14 日(金) 

 

Ⅳ 事案の概要 

１．不適切な出題の内容 

平成 30 年 9 月 15 日(土)に実施された第 1 次選考における学力検査（筆記試験）において、問

題作成にあたった WG 委員が、全ての問題（大問 5 問）を昨年度と全く同じ内容で出題した。試

験問題は非公開で、受験者による問題用紙の持ち帰りも禁じているが、受験者の中には、昨年受

験した者及び予備校等による情報収集で再現された過去問で学習した者がいる可能性が高い一方、

過去問についての情報を得られなかった者がいる可能性も大いに予想され、受験者にとって公正

性・公平性を欠く試験となった。 

 

２．不適切な出題がなされた経緯と、外部から指摘を受けた後の対応  

(1) 問題の作成過程から学力試験実施までの経緯 

・7 月に入り、WG は、平成 30 年度編入学試験の結果についての検証と、平成 31 年度編入学試

験第 1 次選考の具体的方法についての検討を開始した。 

・9 月 7 日(金)、WG は、書類選考方法等について検討した結果、平成 31 年度の学士編入学試験

第 1 次選考を、前年度同様の書類選考方法で実施すること、学力試験に過去問を使うことなど

を確認した。 
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・9 月 12 日(水)、医学部入学試験委員会が開催され、学士編入学試験第 1 次選考における書類選

考方法を、WG からの提案に沿って承認した。ただし、学力試験における過去問使用について

は一切提起されず、審議もされなかった。 

・9 月 15 日(土)、前年度と同じ問題を使って、第 1 次選考学力試験を実施した。 

 

(2) 10 月 4 日(木)の外部からの指摘と、それ以降の対応状況 

・10 月 4 日(木)夜、外部から学務部松岡キャンパス学務室入試担当宛に、過去問使用を指摘する

匿名メールが届いた。翌 5 日(金)、メールを確認した事務職員から上司に報告、併せて学務部

入試課にも報告し、その後、医学部長に、匿名メール受信の件と、昨年と全く同じ問題が使用

された事実を報告した。 

・10 月 10 日(水)、医学部入学試験委員会が開催され、第 1 次選考合格者案を承認した後、12 日

(金)、18 名の第 1 次選考合格者を発表した。 

・10 月 16 日(火)、広報室から、“学士編入学試験での過去問使用に関する情報が、SNS 上で発信

されている”との報告を受け、学務部長が、担当部署ならびに入試担当副学長に連絡した。 

同日、医学部にて学部長の指示で、検討会議を開き、対応等について協議を行った。その後、

入試担当副学長、医学部長、WG 委員長、学務部長等が集まり、医学部で検討した対処案を中

心に協議を行い、その結果を学長に報告した。報告を受けた学長から、全学的な場での協議が

必要な重要案件との指示を受け、翌朝に役員等による会議を設定した。 

・10 月 17 日(水)、学長、役員、医学部長等による協議を行い、今回の出題は、受験者に対し、公

平性・公正性を欠く、不適切な問題であったことを確認し、受験者に対する対応について検討

を行った。 

・10 月 18 日(木)以降も引き続き協議を行い、22 日(月)の会議で、受験者の不利益をできるだけ低

減させる方策として、第 1 次選考合格者 18 名に加え、他の第 1 次選考受験者 194 名全員を追

加合格者として、最終選考の受験対象者とすることを決定した。 

・10 月 24 日(水)、第 1 次選考合格者および追加合格者には、今回の事案に関するお詫びの文書も

同封し、最終選考に向けた説明を記した通知文書を送付した。なお、追加合格者に対しては、

受験者の利便性に配慮し、各々の希望する日に受験できるよう、最終選考候補日を 3 日間、追

加で設定することとした。これらの決定事項については、25 日(木)に、記者発表ならびに大学

HP への掲載によって公表した。 

・11 月 3 日(土)、10 日(土)、19 日(月)、25 日(日)の 4 日間で、最終選考（面接）を実施し、計 140

名が受験した。 

・12 月 7 日(金)、最終選考合格者（5 名）を発表した。 

 

Ⅴ 検証結果と問題点・課題について 

１．学士編入学試験問題の作成について 

Ⅳの２の(1)に記したように、平成 31 年度学士編入学試験第 1 次選考学力検査の問題作成を担

当した WG が、前年度と同一内容の問題で実施する方針を決定した。医学部入学試験委員会
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は、この決定内容を把握しないまま、学力試験を実施した。この間の経緯については、以下の問

題点を指摘することができる。 

 

１）いくら試験問題を公表せず、受験者による問題冊子の持ち帰りを禁じたとしても、一旦多数

の受験者の目にさらされたことで、問題が公表されたことと同じ状況になることは明白であ

る。したがって、前年度使用した問題を今年度もそのまま使用したことが、受験者に対して著

しく公平性に欠ける行為となることを、WG が全く認識していなかったという事実は問題であ

る。 

２）入試における過去問の使用は、一般には、「入試の公平さが損なわれた」とされ、問題作成

においては、原則として避けるべき行為である。良問であるからという理由で類似の問題を作

成する場合でも、表現や設問の仕方を改変するなど配慮すべきである。前年度と一字一句違わ

ない問題を連続して出題するという行為は、入試の重要性からみて、問題視される不適切な行

為である。 

 

２．入試問題に対する外部からの指摘への対応について  

 10 月 4 日(木)着のメール内容について、翌 5 日(金)、メール着信を確認した担当者から報告を

受けた職員が、さらに上司等に速やかに報告しなかった点は、対応に慎重を期したとしても、問

題点として指摘される。 

 10 月 9 日(火)に、メールの件は医学部長に報告され、同じ問題を使用した事実は共有されたが、

予定通り 12 日(金)に合格者発表を行った。入試担当副学長や学務部長が、前年度と全く同じ問題

を使用した事実を認知したのは、16 日(火)に広報室から SNS 上でこの過去問使用に関する発信

が複数見られるとの連絡を受けた後であった。このことは、外部からの指摘に対する初期対応が、

適切性を欠いていた、と言わざるを得ない。外部からの指摘の事実をできるだけ早く、多くの関

係者で共有するルール作りとリスク管理体制が求められる。特に入試に関する外部からの指摘に

ついては、その事実をまずは入試に関わる教職員間で共有し、当該学部入学試験委員会（委員長

は学部長）ならびに入試担当副学長に早い段階で報告する仕組みを構築しておくことが必要であ

る。 

 

Ⅵ 提言 

 入試において、出題や採点などの過程で誤りはあってならないことは当然であるが、試験実施

の前提として、受験者に対する公平性と公正性が担保されることがまず求められる。本事案にお

いては、その前提条件を遵守することに関し、関係する教職員間での認識の欠如が最大の問題点

であった。大学としては、今回の不適切な事案を、医学部医学科学士編入学試験のみに生じた特

殊事例と矮小化せず、医学部さらには、福井大学全体の入試体制を見直す機会として捉えるべき

である。これらの視点にたって、以下、提言する。 

 

１．医学科学士編入学試験の位置づけや意義に関して、医学科教員の認識を再度確認する。 

２．その上で、今回の学士編入学試験の問題作成を担当した WG については、問題作成委員会と
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の関係も含め、学部内組織での位置づけと役割を明確にする。また、WG での検討結果につ

いては、医学部入学試験委員会や教授会への報告を義務づける。 

３．学士編入学試験においても、一般入試と同様に、作成された問題に対して、複数回のモニタ

リングや校正など、第三者も含めたチェック体制を強化するとともに、試験終了後に入試問

題を公表することを検討する。 

４．外部指摘に係る報告・連絡・相談について、そのリスクレベルの判断方法も含め、教職員協

働の意識の下に、組織としてのルールを明文化し、学内に周知徹底する。 

５．入試に必要とされる公平性や公正性についての重要性に関し、研修等の機会を通して、全教

職員に周知するとともに、特に入試に直接携わる教職員には、厳格に、かつ慎重に対応する

よう指導する。 

 

 （参考資料） 

福井大学医学部医学科学士編入学入試に係る事案検証委員会設置要項 

 



＜参考資料＞ 

 

福井大学医学部医学科学士編入学入試に係る事案検証委員会設置要項 

 

平成 30 年 11 月１日 

学 長 裁 定 

 

（設置）  

第１条 福井大学に医学部医学科学士編入学入試に係る事案検証委員会（以下「事案検証

委員会」という。）を置く。 

 

（任務）  

第２条 事案検証委員会は、平成３０年９月１５日に実施された、平成３１年度福井大学

医学部医学科学士編入学試験の第１次選考学力試験（試験科目：自然科学総合（生命科

学））における不適切な出題に関し、その事実関係の調査を行うとともに、今後の改善

に向けた課題等を明らかにして、学長に報告することを目的とする。 

 

（組織）  

第３条 事案検証委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 理事(教育・学生担当) 

(2) 各部門選出の教員 各１名 

(3) 学務部長 

(4) 前各号に掲げる者以外で学長が必要と認めた者 

 

（委員長）  

第４条 事案検証委員会に委員長を置き、前条第１号の委員をもって充てる。  

 

（事案検証委員会の事務）  

第５条 事案検証委員会に関する事務は、関係部署の協力を得て、学務部入試課で行う。 

 

（事案検証委員会の設置期限等） 

第６条 事案検証委員会の設置は平成３０年度限りとする。ただし、学長が継続を必要と

認めた場合は、この限りでない。 

 

（雑則）  

第７条 この要項に定めるもののほか、事案検証委員会の運営に関し必要な事項は、事案

検証委員会が定める。  

 

 

    附 則  

この要項は、平成 30年 11月１日から施行する。 


